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こども家庭庁の創設およびこども基本法の制定に伴う対応について 

 

１ こども家庭庁について 

 〇令和３年 12 月 21 日に「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」が閣議決定され、「常に

こどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据える『こ

どもまんなか社会』を実現し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押し」す

るための新たな司令塔として、こども家庭庁を創設することが示されました。 

 〇これを受け、こども家庭庁の設置と任務・所掌事務を定めるとともに、所掌事務の能率的な遂行の

ために必要な組織を定めることを目的として、「こども家庭庁設置法」が成立しました。 

 〇こども家庭庁は、内閣府の外局として設置され、令和５年４月１日に発足します。 

 〇複数部署に分かれていた機能が概ねひとつの部署へ集約化され、内閣府・厚労省・文科省の組織間

でこぼれ落ちていた子どもに関する施策を普くカバーすることとしています。 

 〇こども家庭庁の創設により、年齢や制度の壁を克服した切れ目のない包括的支援を実現します。ま

た、就学前の育ちの格差是正に取り組みます。 

 〇一方、文科省所管の「幼稚園」と厚労省所管の「保育所」の「幼保一元化」が見送られています。 

  

２ こども基本法について 

 〇こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全

てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長す

ることができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来に

わたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り

組むことができるよう、こども施策を総合的に推進することを目的として、令和４年６月 15 日に

成立し、令和５年４月１日に施行されます。 
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〇政府は、こども施策を総合的に推進するため、「こども大綱」を定めなければならないこととなり

ます（法第９条）。「少子化対策大綱」・「子供・若者育成支援推進大綱」・「子供の貧困対策に関する

大綱」がこども大綱に一元化されます。策定時期は令和５年秋頃となります。 

〇「こども大綱」を勘案して、市こども計画を定めるよう努めるものとされています（法第 10 条）。

市こども計画は、子ども・若者計画、子供の貧困対策計画、次世代育成支援行動計画を一体的に策

定することができるとされています。さらに、子ども・子育て支援事業計画との一体策定も可能と

されています。 

           こども施策に関する主な市町村計画（イメージ） 
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３ 「米原市こども計画」について 

 〇「第２期米原市子ども・子育て支援事業計画」は、子ども・子育て支援法第 61条に基づく計画と

して策定しています。また、本計画は、「米原市次世代育成支援行動計画」および「米原市幼保一

元化推進プラン」を引き継ぐ側面を併せ持つ計画です。 

 〇米原市では、「子供の貧困対策計画」、「子ども・若者計画」は策定していません。 

 〇現行の「第２期米原市子ども・子育て支援事業計画」は、令和２年度から令和６年度までを計画年

度としていることから、令和７年度以降の後継計画を令和５年度、令和６年度の２か年で策定する

こととなります。 

 〇上記２のとおり、「こども計画」は「子ども・子育て支援事業計画」との一体策定も可能であるこ

とから、米原市は、令和７年度からの後継計画を「米原市こども計画」として策定します。「米原

市こども計画」は、「第３期米原市子ども・子育て支援事業計画」に加えて、「米原市子供の貧困対

策計画」、「米原市子ども・若者計画」を併せ持つ計画となります。 

 〇「市こども計画」を策定するに当たっては、こども施策の対象となるこども等の意見を反映させる

ための調査等を実施する必要があります（法第 11条）。アンケートやパブリックコメント、委員へ

のこどもや若者の参画、ＳＮＳを活用した意見聴取等の手法について検討します。 

 

 

「米原市こども計画」（イメージ） 
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